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（民勤

●当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったも
のとみなされないとした原審の判断に民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとさ

れた事例

（令和4年（許）第21号・令和5年9月27日第三小法廷決定破棄自判）

●1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者において当該一部分につ

いて分筆の登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの特段の事情があると

きは、当該土地の全部についての処分禁止の仮処分命令は直ちに保全の必要性を欠くものでは

ない

（令和5年(許）第9号･令和5年10月6日第三小法廷決定破棄差戻し）

●参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙について特定枠制度を定める公職選挙法の

規定は憲法43条1項等に違反しない

（令和5年（行ツ）第55号・令和5年]､0月12日第一小法廷判決棄却）

●人身傷害保険の保険会社が被害者の遺族に対して人身傷害保険金額に相当する額を支払った場

合において、上記遺族の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記の支払額を全額控除する

ことはできないとされた事例

（令和4年（受）第648号・令和5年10月16日第一小法廷判決破棄自判）
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(刑事）

●第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不

当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する

判断の範囲

（令和4年（あ）第655号・令和5年10月11日第一小法廷決定棄却）

掴:南I

◎最高裁判所裁判例要旨－．－－－…----一・･-…－－．－…･-．……－－……－－………13
(民事）

●無期契約労働者と有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部

が労働契約法（平成30年法律第71号による改正前のもの） 20条にいう不合理と認められるも

のに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

（令和4年(受)第1293号・令和5年7月20日第一小法廷判決一部破棄差戻し、一部却下）
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●令和5年度調停委員に対する最高裁判所長官表彰

●令和5年度補導受託者に対する最高裁判所長官表彰
●高齢者叙勲

●叙位・叙勲（8月分、死亡者のみ）

●人事異動（10月3日～10月18日）
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●司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則の一部を改正する規則
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令和5年11月1日第1825号裁判所時報

誰士が東京地方裁判所には出頭し得ると述べたとして、

本件訴訟を同裁判所に移送することを求める申立てを

した。

これに対し、抗告人は、民訴法263条後段により

本件訴訟について訴えの取下げがあったものとみなさ

れると主張した。

2原審は、本件口頭弁論期日において、審理を継

続することが必要であるとして、期日の延期とともに

新たな口頭弁論期日の指定がされたのであるから、本

件口頭弁論期日は民訴法263条後段の「期日」に当

たらず、同条後段の規定にかかわらず本件訴訟につい

て訴えの取下げがあったものとはみなされないと解す

べきであると判断した上、本件移送申立てに基づき、

本件訴訟を東京地方裁判所に移送すべきものとした。

3 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

民訴法263条後段は、当事者双方が、連続して2

回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかっ

た場合、訴えの取下げがあったものとみなす旨規定す

る。同条後段の趣旨は、上記の不出頭の事実をもって

当事者の訴訟追行が不熱心であるとして、訴訟係属が

維持されることにより裁判所の効率的な訴訟運営に支

障が生ずることを防ぐことにあると解されるが、同法

には､上記の場合において、同条後段の適用を排除し、
審理を継続する根拠となる規定は見当たらない。そう

すると、上記の場合に、審理の継続が必要であるとし

て、期日を延期して新たな口頭弁論又は弁論準備手続

の期日を指定する措置がとられたとしても、直ちに同

条後段の適用が否定されるとは解し得ず、同条後段の

「期日」の要件を欠くことになるともいえないという

べきである。

そして、本件訴訟においては、当事者双方が第1審

の第1回口頭弁論期日及び本件口頭弁論期日に出頭せ

ず、訴状の陳述もされていないところ、相手方（本件

訴訟の原告）は、拘置所に収容されている死刑確定者

であり、本件口頭弁論期日に至るまで、訴訟代理人を

選任する具体的な見込みを有していたともうかがわれ

ないことからすると、相手方が主観的に訴訟追行の意

思を失っていなかったにせよ、当事者双方が出頭しな

いことにより裁判所の訴訟運営に支障が生じており、

これが直ちに解消される状況になかったことは明らか

であり、そのほか訴えの取下げがあったものとみなす

ことを妨げる事情も見当たらない。そうすると、本件

口頭弁論期日において、上記の措置がとられたからと

いって、同条後段の適用が否定されると解することは

できないというべきである。

し赤がって‐本件訴訟について訴えの取下げがあっ

た*､の少みだされないルした原審の判断には同条径段

裁判例
｡

民事

◎当事者双方が口頭弁論期日に連続して出
頭しなかった場合において、訴えの取下
げがあったものとみなされないとした原

審の判断に民訴法263条後段の解釈適
用を誤った違法があるとされた事例

■

件名移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可

抗告事件
ざ 笹

最高裁判所令和4年（許）第21号

令和5年9月27日第三小法廷決定破棄自判

抗告人Y

相手方X

原審大阪高等裁判所

主 文

原決定を破棄し、原々決定を取り消す。

相手方のボ件移送申立てを却下する。
手続の総費用は相手方の負担とする。

理 由

抗告代理人村下憲司ほかの抗告理由について

1記録によれば、本件の経緯は次のとおりである。

（1）相手方は、大阪拘置所に収容されている死刑確

定者であるところ、抗告人の執筆した雑誌記事により

名誉が穀損されたなどとして、抗告人に対し、不法行

為に基づき、損害賠償金等の支払を求'める訴訟（以下

「本件訴訟」 という。 ）を同拘置所の所在地を管轄す

る大阪地方裁判所に提起した。

（2）相手方及び抗告人は、本件訴訟が第1審に係属

監鱸難鯉繍鰡麓菫蒻h",|
論期日 （以下「本件口頭弁論期日」という。 ）に連続

して出頭しなかった。本件口頭弁論期日では、期日を

延期し、新たな口頭弁論期日を指定する旨の措置がと

られた。

なお、相手方は、本件訴訟において、訴訟代理人を

簔懸溌鰯具雪輔鯛撫雪蓄｜
ら出頭することはできないなどとする上申書を提出し

ていたが､本件口頭弁論期日に至るまでの間に､相手｜
方において、訴訟代理人を選任することが具体的に見

込まれ『ていたとはうかがわれない。

（3）相手方は、本件口頭弁論期日の後、面会した弁

1



裁判所時報 令和5年11月1日第1825号

口 ので、かかる場合に例外的に訴えの取下げ擬制を排除

することが妥当かには疑問が生じ得る。 ‐

他方において、本件においては、東京地方裁判所に

移送されれば、弁護士を訴訟代理人に選任して、当該

訴訟代理人が期日に出頭することが可能であるという

上申がなされており、原決定は、この点も考慮して、

移送決定をした原々決定を是認したものと考えられ、

訴訟追行の意思がある者の訴訟追行の機会をできる限

り奪うべきでないという趣旨は理解することができな

いではない。も･つとも、東京地方裁判所での審理であ

れば、弁護士を訴訟代理人に選任して訴訟代理人が期

日に出頭することができる見込みであることを裏付け

るものは、相手方の上申書のみであり、当該弁誰士に

対する委任状が提出されているわけではなく、かつ、

当該弁護士の氏名や連絡先も明らかにされていない。

したがって、当該弁護士が真に受任の意思を表示した

かを確認することができず、東京地方裁判所に移送す

れば、当該弁護士が訴訟を追行する蓋然性が高いとは

判断し難い。さらに、相手方は､本件口頭弁論期日の
直前まで訴訟代理人の選任に尽力したが間に合わなかっ
たというわけではなく、本件口頭弁論期日の約6か月

後に本件移送申立てを行っているのであり、民訴法2

63条後段の規定により生じたはずの訴えの取下げ擬

制の効果を、約6か月後の具体性の乏しい上申書によ

り覆滅させることには嬬曙せざるを得ない。

しかしながら、法廷意見の考え方による場合、本人

訴訟を提起する刑事収容施設の被収容者の裁判を受け

る権利の侵害にならないかについて、検討する必要が

ある。この点については、被告の協力が得られる事案

では、最初の口頭弁論期日から被告に出頭を求めれば、

民訴法2．63条後段の規定は適用されず、擬制陳述

（民訴法158条）の方法をとることもできるが、被

告が一貫して出頭を回避する方針をとった場合には、

擬制陳述を行うためには、当事者の一方が出頭してい

る必要があると解されるので、本件のように、本人訴

訟を提起する刑事収容施設の被収容者について、民訴

法263条後段の規定による取下げ擬制の例外を認め

ても、実体審理に入ることはできない。

もとより、刑事収容施設の被収容者に資力がない場

合、民事訴訟では国選弁誰人の制度がないので、実質

的に裁判を受ける権利を侵害しないか否かは重要な問

題であるが、総合法律支援法に基づく民事法律扶助騨

業を利用することにより、資力のない者も、民事訴訟
で弁護士を代理人とする道は閉ざされていないといっ
てよいと思われる。

以上の点に鑑み、原決定は、訴訟追行の意思のある

者の裁判を受ける権利に配慮したと思われるものの、

本件の事情の下では、法廷意見に賛成するものである。

4以上の｡とおり《原審の上記判断には、裁判に影

響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は

理由があり、原決定は破棄を免れない。そして、以上

に説示したところによれば、本件訴訟について訴えの

取下げがあったものとみなされ､本件移送申立ては不
適法であるから、原々決定を取り消.し、相手方の本件

移送申立てを却下すべきである。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決

定する。なお、裁判官宇賀克也の補足意見がある。

裁判官宇賀克也の補足意見ば、次のとおりである。

私は法廷意見に賛成するものであるが、その理由に

ついて補足的に意見を述べておきたい。

非訟事件手続法64条は非訟事件の申立てについて、

家事事件手続法83条は家事審判の申立てについて、

申立ての取下げがあったものとみなすことができると

規定しているのに対して、民訴法263条は、訴えの

取下げがあったものとみなすと規定しており、文理上

は、裁判所の裁量を認めない趣旨と読める。もっとも、

同条は､当事者の不熱心な訴訟追行により裁判所の効
率的な訴訟運営に支障が生ずることを回避することを

目的としているので、交通機関の事故や相手方による

訴訟妨害等のやむを得ない事由で出頭できなかった場

合にも、例外なく訴えの取下げを擬制することには疑

問の余地がある。原決定は、かかる問題意識の下に、

同条の「期日」の概念を限定する解釈をとったものと

思われる。確かに、突発的な交通事故等、事前に期日

変更の上申等を行う暇がない事由が発生し、かつ、当

該事由が解消されれば事件を進行することができると
見込まれる場合にまで、一切例外を認めないことは硬

直的すぎるように思われる。そこで、本件において、
例外的に民訴法263条後段の規定が適用されないと

解し得るかについて検討する。

本件の場合、相手方は､刑事収容施設に収容されて

いる死刑確定者であるところ、刑事収容施設の被収容
者に対する出廷許可は、昭和35年7月22日付け矯

正甲第645号法務省矯正局長通達「収容者提起にか

かる訴訟の取扱いについて」に基づいて運用されてお

り、訴訟について裁判所から召喚を受けた被収容者の

出廷については、具体的事案における出廷の必要の程

度及び出廷の拘禁に及ぼす影響の程度等を勘案し、施

設長の裁量によりその許否を決することを原則として
いる。実際の運用としては、出廷許可がされる可能性

はきわめて低いようであり （そのことの是非は別に論

ずる余地があると思われるものの） 、一般的にいえば、

本人訴訟を提起する死刑確定者について、民訴法26

3条後段の訴えの取下げ擬制の例外を認めたとしても、

その後、事件が進行する見込みは立たないと思われる

’
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’
(裁判長裁判官長嶺安政裁判官宇賀克也裁判官

林道晴裁判官渡邉恵理子裁判官今崎幸彦）
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裁判所時報 令和5年11月1日第1825号

’◎1筆の士地の一部分についての所有権移
転登記請求権を有する債権者において当

該一部分について分筆の登記の申請をす
ることができない又は著しく困難である
などの特段の事情があるときは、当該士

地の全部についての処分禁止の仮処分命
令は直ちに保全の必要性を欠くものでは
ない

土地の全部についての処分禁止の仮処分命令は、原則

として当該一部分を超える部分については保全の必要

性を欠くものと解される。

もっとも、上記一部分について処分禁止の登記がさ

れるためには、その前提として当該一部分について分

筆の登記がされる必要があるところ、上記登記請求権

を有する債権者において当該分筆の登記の申請をする

ことができるか否かは、当該債権者が民事保全手続に

おける密行性や迅速性を損なうことなく不動産登記に

関する法令の規定等に従い当該申請に必要な事項とし

ての情報を提供することの障害となる客観的事情があ
るか否かに左右されるから、当該債権者において.当該

申請をすることができない又は著しく困難である場合

があることも否定で･きないというべきである。そして、

その場合、上記債権者は、上記一部分について処分禁

止の仮処分命令を得たとしても上記登記請求権を保全

することができないから、当該登記請求権を保全する

ためには上記土地の全部について処分禁止の仮処分命

令を申し立てるほかないというべきである。上記の申

立てにより仮処分命令がされると、債務者は上記一部

分を超えて上記土地についての権利行使を制約される

ことになるが§その不利益の内容や程度は当該申立て

についての決定に当たって別途考慮され、当該債務者

において当該権利行使を過度に制約されないと認めら

れるだけの事情がない場合には当該申立ては却下され

るべきものと解される。

以上によれば、上記値権者趣上記登記請求権券轆保

金権系||シして卜記-'一伽の全部について処分禁止の仮処

件名仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却
●

決定に対する許可抗告事件

最高裁判所令和5年（許）第9号

令和5年10月6日第三小法廷決定破棄差戻し

抗告人X

相手方Y1 ほか1名

主 文

原決定を破棄する。

本件を甲高等裁判所に差し戻す。

理 由

抗告代理人Aの抗告理由について

1本件は、抗告人が、いずれも1筆である原々決

定別紙物件目録I記載の各土地（以下「本件各土地」

という。 ）について、その各一部分の所有権を時効に

より取得したなどと主張して、本件各土地の所有権の

登記名義人である相手方らに対し、当該各一部分につ

いての所有権移転登記請求権（以下「本件登記請求権」

という。 ）を被保全権利として本件各土地の全部につ

いて処分禁止の仮処分命令の申立て（以下「本件申立

て」という。 ）等をした事案である6

2原審は、要旨次のとおり判断して、本件申立て

をいずれも却下すべきものとした。

1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求

権を有する債権者は、当該一部分についての処分禁止

の仮処分命令を得た場合、債務者に代位して分筆の登

記の申請を行い、これにより分筆の登記がされた当該

一部分について処分禁止の登記がされることによって、

当該登記請求権を保全することができるから、当該登

記請求権を被保全権利とする当該土地の全部について

の処分禁止の仮処分命令は、保全の必要性があるとは

いえない。

3 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求

権を保全するためには、当該一部分について処分禁止

の登記をする方法により仮処分の執行がされることで

足りるから、当該登記請求権を被保全権利とする当該

分命令の申立て浄した場合に、 当該債権者におい

記分筆の春記の申請をするこしがで去ない叉は薯1/く

困難であるな』全の特鴎の事情が認められるし蛍は‐ 当

該仮処分命令は、当該十卸1の全部についての*､のでお

a_r~J今券*､って直ちに保全の必専件奔欠く＃､のではな

いル鯉するのが相当である‐

4以上と異なる見解に立ち、本件各土地の分筆の

登記に関する登記官の回答を記載した抗告代理人の報

告書が提出されているにもかかわらず、当該回答を裏

付ける資料による疎明を求めるなどして抗告人が地積

測量図等の分筆の登記の申請に必要な事項としての情

報を提供することの障害となる客観的事情があるか否

かを検討せず、上記特段の事情が認められるか否かに

ついて審理を尽くさないまま、保全の必要性があると

はいえないとして、本件申立てをいずれも却下すべき

ものと，した原審の判断には、裁判に影響を及ぼすこと

が明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいう

ものとして理由があり、原決定は破棄を免れない。そ

して、上記特段の事情の有無、本件登記請求権の存在

や内容、相手方らの不利益の内容や程度等について更

I
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令和5年11月1日第1825号裁判所時報

に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこと

とする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決

定する。

(裁判長裁判官渡邉惠理子裁判官宇賀克也

裁判官林道晴裁判官長嶺安政裁判官
今崎幸彦）
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裁判所時報 令和5年11月1日第1825号
’

◎参議院議員通常選挙のうち比例代表選出
議員の選挙について特定枠制度を定める
公職選挙法の規定は憲法43条1項等に
違反しない

’
(裁判長裁判官深山卓也裁判官山口厚

安浪亮介裁判官岡正晶裁判官堺

件名選挙無効請求事件
■

0

最高裁判所令和5年（行ツ）第55号 ‘

令和5年10月12日第一小法廷判決棄却

』

○

｡

●

己

巾

上告人X1 ほか4名

被上告人中央選挙管理会

| 原 審東京高等裁判所主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人兼上告代理人山口邦明、同國部徹、同三竿径
彦の上告理由について

論旨は、令和4年7月10日に行われた参議院議員

通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙（以下「本件

選挙」という。 ）に関し、いわゆる特定枠制度を定め

る公職選挙法の規定は憲法43条1項に違反する、ま

た、本件選挙と同日に行われた参議院の選挙区選出議

員の選挙は同法が定める定数配分規定が憲法に違反す

るため無効であるから、本件選挙も無効であるなどと
いう。

しかしながら、参議院議員通常選挙のうち比例代表

選出議員の選挙について特定枠制度を定める公職選挙
法の規定が憲法43条1項等に違反するも・のではない

ことは、最高裁平成11年（行ツ）第8号同年1‘1月

10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁及び最

高裁平成15年（行ツ）第15号同16年1月14日

大法廷判決・民集58巻1号1頁の判示するところで

あるか、又はその趣旨に徴して明らかである。また、

参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙の

無効を求める訴訟において選挙区選出議員の選挙の仕
組みの憲法適合性を問題とすることができないことは、
前掲平成11年大法廷判決の趣旨に徴して明らかであ

る（以上につき、最高裁令和2年（行ツ）第79号同

年10月23日第二小法廷判決・裁判集民事264号

267頁参照） 。

以上と同旨の原審の判断は、正当として是認するこ

とができる。論旨はいずれも採用することができない。

その余の上告理由は、民訴法312条1項及び2項

に規定する事由のいずれにも該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。
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令和5年11月1日第1825号裁判所時報

人らの､その余を被上告人らの負担とし､参
加によって生じた費用はこれを3分し、その

1を上告補助参加人の、その余を被上告人ら

の負担とする。

理 由

上告代理人須賀正人の上告受理申立て理由について

’本件は､交通事故によって死亡したAの配偶者
又は子である上告人らが、加害車両の運転者である被

上告人らに対し、民法709条、 719条等に基づき、

損害賠償を求める事案である。保険会社である上告補

助参加人（以下「参加人」という。 ）は、人身傷害条

項のある普通保険約款が適用される自動車保険契約を

Aとの間で締結しており、上告人らに対して金員を支

払ったところ、被上告人らは、上記金員の支払が自動

車損害賠償責任保険（以下「自賠責保険」という。 ）
からの自動車損害賠償保障法16条1項に基づく損害

賠償額の支払の立替払であるとして.、上告人らの被上’

重難謹皇鯆鬘糞駕雪奎呈欝臺1こ竃’
方、上記金員の支払が上記保険契約に基づく人身傷害

保険金としての支払であるとすると、上記約款の条項

によれば、上記金員の額と上告人らの被上告人らに対

する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が、

過失相殺前の損害額を上回るときに限り、その上回る

部分に相当する額の範囲で、参加人が上記損害賠償請

求権を保険代位により取得し、上告人らの上記損害賠

償請求権の額が減少するにとどまることになることか

ら、上記金員について、上告人らの上記損害賠償請求

権の額から控除することができる額が争われている。

2原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次

のとおりである。

(1)アAは、平成28年5月2日、車道上に横臥し

ていたところを被上告人Y]運転の普通乗用自動車によ

りれき過され、更にその約8分後、その場に横臥して

,いたところを被上告人Y2運転の普通乗用自動車により
'れき過されて、その後、死亡した（以下、これらの事

故を「本件事故」という。 ） 。

イ上告人X1は、Aの配偶者であり、上告人X2，

同X3及び同X4 (以下、併せて「上告人子ら」という。 ）

は、いずれもAの子である。

（2）本件事故によりAに生じた損害の額（弁護士費

用相当額を除く。 ）は、合計8285万2813円で

あり、上告人X｝が2分の1，上告人子らが各6分の1

の各割合で、Aの被上告人らに対する損害賠償請求権
を相続した。上告人らの固有の損害の額（弁護士費用

相当額を除く。 ）は、上告人X』につき、 350万円で

あり、上告人子らにつき、各100万円である。本件

事故におけるAの過失割合は3割であることから、上

◎人身傷害保険の保険会社が被害者の遺族
に対して人身傷害保険金額に相当する額
を支払った場合において、上記遺族の加
害者に対する損害賠償請求権の額から上
記の支払額を全額控除することはできな
いとされた事例

件名損害賠償請求事件

一

＝＝＝最高裁判所令和4年（受）第648号

令和5年10月16日第一小法廷判決破棄自判

上告人X】 ほか3名

同補助参加人ソニー損害保険株式会社

被上告人Y] ほか1名

原 審東京高等裁判所

主 文

1 原判決中、上告人らに関する部分を次のとお

り変更する。

第1審判決中、上告人らに関する部分を次の

とおり変更する。

（1）被上告人らは、上告人X'に対し、連帯して、
1901万0006円及びうち172万円

に対する平成28年5月2日から、 うち1

729万0006円に対する平成29年1

1月18日から各支払済みまで年5分の割

合による金員を支払え。

（2）被上告人らは、上告人X2に対し、連帯して、

613万5430円及びうち55万円に対

する平成28年5月2日から、 うち558

万5430円に対する平成29年11月1

8日から各支払済みまで年5分の割合によ

る金員を支払え。

（3）被上告人らは、上告人X3に対し、連帯して、
613万5430円及びうち55万円に対

する平成28年5月2日から、 うち558

万5430円に対する平成29年11月1

8日から各支払済みまで年5分の割合によ

る金員を支払え。

（4）被上告人らは；上告人X4に対し、連帯して、

613万5430‘円及びうち55万円に対

する平成28年5月2日から、 うち558

万5430円に対する平成29年11月1

8日から各支払済みまで年5分の割合によ

る金員を支払え。

（5）上告人らのその余の請求をいずれも棄却す

る。

2訴訟の総費用はこれを3分し、その1を上告

＝＝
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裁判所時報 令和5年11月1日第1825号

記割合により過失相殺をすると、上告人らが被上告人

らに対して賠償請求することができる損害金の額（弁

護士費用相当額を除く。 ）は、上告人X1については3

144万8484円（円未満切捨て。以下同じ。 ）と

なり、上告人子らについては各1036万6161円

となる。

(3)アAは、本件事故当時、参加人との間で、人身

傷害条項のある普通保険約款（以下「本件約款」とい

う。 ）が適用される自動車保険契約（以下「本件保険

契約」という。 ）を締結しており、上記条項に係る被

保険者であった。

イ本件約款中の人身傷害条項及び基本条項には、

要旨、次のような定めがあった。

等鱈該蟄鶚鑑壜繍麦睾駕鱈繍鶯｜
,震喜蕊篭鴬嬢皇鰯雲窪囑蕊震’
険金を支払う。

（ｲ）参加人の支払う人身傷害保険金の額は、人身傷
害保険金額を限度として、本件約款所定の算定基準に

従い算定された損害額（その額が自賠責保険から支払

われる金額を下回る場合には、 自賠責保険によって支
払われる金額となる。また、賠償義務者があり、かつ、

判決又は裁判上の和解において、賠償義務者が負担す

べき損害賠償額が上記算定基準と異なる基準により算

出された場合であって、その基準が社会通念上妥当で

あると認められるときは、その基準により算出された

額のうち、訴訟費用等を除いた額となる。 ）から、人

身傷害保険金の請求権者に対して自賠責保険によって

支払われた金員等の既払額を差し引いた額とする。

（ｳ）上記(ｱ)の損害が生じたことにより人身傷害保険

金の請求権者が損害賠償請求権その他の債権を取得し、

その損害に対して参加人が支払った人身傷害保険金の

額がその損害の額の全額に満たない場合には、上記債

権の額から、人身傷害保険金が支払われていない損害

の額を差し引いた額の限度で、上記債権は参加人に移

転する（以下「本件代位条項」という。 ） 。

ウ参加人は、本件保険契約に基づき、本件事故に

よって生じた損害について、上告人らに対して人身傷

害保険金を支払う義務を負うところ、本件保険契約に

おける人身傷害保険金額は、 3000万円であり、本

件約款所定の算定基準に従い算定される損害の額は、

上記人身傷害保険金額を超えるものであった。

(4)ア参加人は、平成28年9月6日、上告人らに

対し、 8640円を支払った（以下、この支払金を

「本件支払金1」 という。 ） 。また、参加人は、同年

12月1．5日、上告人X1から、 「保険金のお支払につ

いての仮協定書」 （以下「本件仮協定書1」という。 ）

を受領し、同月28日、上告人らに対し、 2999万’

1360円を支払った（以下、この支払金を「本件支

払金2」といい、本件支払金1と併せて「本件支払金

1 ．2」という。 ） 。本件仮協定書1には、①参加人

により支払われる保険金の合計が3000万円であり、

これは自賠責保険の保険金額を含む旨、②今回支払わ

れる保険金を受領することにより、本件事故を原因と

する上告人らの被上告人らに対する損害賠償請求権が

上記保険金の額を限度として参加人に移転することを

承認する旨、③参加人が自賠責保険への精算を行った

後に、精算額を限度として最終協定を行うことを認め

る旨の各記載があった。

なお、本件支払金1．2についての上告人らの各受

領額は、上告人X1が1500万円、上告人子らが各5

00．万円である。

イ参加人は、平成29年5月24日、本件事故に

ついて、被上告人Y1との間で自賠責保険の契約を締結

していた保険会社から、損害賠償額の支払として30'

00万円を受領した。

ウ参加人は、その後、上告人X1から、 「保険金の

お支払についての仮協定書」 (以下「本件仮協定書2」

夫脇梼霄:b壽鰐鰹淵F鑑’
払金を「本件支払金3」といい、本件支払金1 ．2と

併せて「本件各支払金」という。 ） 。本件仮協定書2

には、参加人により支払われる保険金の合計が600

0万円であり、これは自賠責保険の保険金額を含む旨

の,ほか、上記アの②及び③と同様の記載があった。

なお、本件支払金3についての上告人らの各受領額

は、上告人X'が1500万円、上告人子らが各500

万円である。

エ参加人は、平成30年1月11日、本件事故に

ついて、被上告人Y2との間で自賠責保険の契約を締結

していた保険会社から、損害賠償額の支払として30

00万円を受領した。

（5）参加人は、本件各支払金の全額について、自賠

責保険からの損害賠償額の支払の立替払であるとして

内部処理をしている。上告人らと参加人は、本件仮協

定書1及び本件仮協定書2に記載された最終協定を締

結していない。

3原審は、上記事実関係等の下において、要旨次

のとおり判断して、上告人X1の民法709条、 719

麓鑪襄麓鱸嘉皇駕董腰霊室｜
人子らの上記各条に基づく各請求をそれぞれ105万

0761円及び遅延損害金の連帯支払を求める限度で｜

認容した。

参加人は、上告人らに対し、 自賠責保険からの損害

8



令和5年11月1日第1825号裁判所時報

賠償額の支払分を含めて参加人が一括して支払をする
こととして本件各支払金を支払っており、その合計額

(6000万円）は本件保険契約における人身傷害保

険金額（3000万円）を超えるものであることに加

え、参加人が自賠責保険から損害賠償額の支払として

本件各支払金の合計額と同額の6000万円を受領し

たことや、参加人における内部処理の状況を考慮すれ

ば、本件各支払金は、人身傷害保険金としてではなく、

自賠責保険からの損害賠償額の支払の立替払として支

払われたものと認められる。したがって、上告人らの

被上告人らに対する損害賠償請求権の額から本件各支

払金の全額を控除すべきである。

4 しかしながら．、原審の上記判断のうち、本件支
払金3に関する部分は是認することができるが、本件

支払金1．2に関する部分は是認することができない。

その理由は、次のとおりである。

、(1)本件約款によれば、人身傷害条項の適用対象と
なる事故によって生じた損害について参加人が保険金

請求権者に支払う人身傷害保険金の額は、保険金請求

権者が上記事故について自賠責保険から損害賠償額の

支払を受けていないときには、上記損害賠償額を考慮

することなく所定の基準に従って算定されるものとさ

れている。このような約款が適用される自動車保険契

約を締結した保険会社が、保険金請求権者に対し、人

身傷害保険金として給付義務を負うとされている人身

傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険

金請求権者との間で、上記保険会社が保険金請求権者

に対して自賠責保険からの損害賠償額の支払分を含め

て一括して支払う旨の合意（以下「人傷一括払合意」

という。 ）をしていたとしても、上記保険会社が支払っ

た金員は、特段の事情のない限り、‘その全額について、

上記保険契約に基づく人身傷害保険金として支払われ

たものというべきである。なぜなら、上記の場合には、

保険金請求権者としては上記保険会社が給付義務を負

う人身傷害保険金が支払われたものと理解するのが通

常であり、人傷一括払合意をしていたということだけ

で、上記金員に自賠責保険からの損害賠償額の支払分

が含まれているとみるのば不自然、不合理であり （最

高裁令和2年（受）第1198号同4年3月24日第

一小法廷判決・民集76巻3号350頁参照） 、加え

て、上記金員に自賠責保険からの損害賠償額の支払分

が含まれていると解すると、保険金請求権者の有する
損害賠償請求権の額から控除される額に差異が生ずる
結果、遅延損害金等の額において保険金請求権者に不

利益が生じ得ることをも考慮すると、上記金員は、他

にその支払の趣旨について別異に解すべき特段の事情

のない限り、人身傷害保険金として支払われたものと

解するのが当事者の合理的意思に合致するものという

べきだからである。このことは、上記保険会社が、保

険金請求権者に対し、当初、上記人身傷害保険金額に

相当する額を支払い、その後、 自賠責保険から損害賠
償額の支払を受けて追加で金員を支払ったことにより、
人身傷害保険金額を超える額の金員を支払うに至った

からといって、上記の当初支払分について、異なるも

のではない。 、

これを本件についでみると、参加人が上告人らに対

して支払った本件支払金1 ．2の額の合計は、参加人

が本件保険契約に基づいて給付義務を負うとされてい

る人身傷害保険金額に相当する額である。そして、本

件仮協定書1には、本件支払金1 ．2について、 自賠

責保険の保険金額を含む旨や、上告人らの被上告人ら

に対する損害賠償請求権が本件支払金1 ．2の額を限

度として参加人に移転することを承認する旨の記載が

あるものの、これらの記載は、本件代位条項を含む本

件約款の内容も併せ考慮すると、参加人が人身傷害保

険金の支払により本件代位条項に基づき保険代位する

ことを承認する趣旨のものと解するのが相当であって、

本件支払金1 ．2の支払について、自賠責保険からの

損害賠償額の支払の立替払であることを確認あるいは

合意する趣旨を含むものと解することはできないし、
他に、そのような趣旨を含む記載があることはうかが

われない。そのほか、参加人が自賠責保険から損害賠

償額の支払として本件各支払金の合計額と同額を受領

したことや参加人における内部処理の状況を踏まえて

も、本件支払金1 ．2について、人身傷害保険金とし

てではなく、自賠責保険からの損害賠償額の支払の立

替払として支払われたものと解すべき特段の事情があ

るとはいえない。

、以上によれば、本件支払金1 ．2は、その全額につ

いて、本件保険契約に基づく人身傷害保険金として支

払われたものというべきであるから、参加人は､この

支払により保険代位することができる範囲において、

上告人らの被上告人らに対する損害賠償請求権を取得

し、これにより上告人らは上記損害賠償請求権をその

範囲で喪失したこととなる。

したがって~，本件支払令1 ．2にっlll工は塾一上告_人

らの枕1-舎人らに対する椙害賠悩請求権の頬から‐参

加人が本件支払令1 ．2の支払により保険代ｲｳするこ

しがで去る続開券紹黄ろ舘券棒除寸-ろ筐しばできない

シいうべ告である写一

（2）他方、本件約款によれば、参加人は、人身傷害

保険金額を超えて人身傷害保険金を支払う義務を負わ

ないから、本件支払金3は、人身傷害保険金として支

払われたものでないことは明らかであり、前記事実関

係等の下では、自賠責保険からの損害賠償額の支払の

立替払として支払われたものというべきである。した

’
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I
がって、本件支払金3については、上告人らの被上告

人らに対する損害賠償請求権の額からその全額を控除
することができる。

（3）以上によれば、原審の本件支払金3に関する判

断は､･正当として是認することができ、この点に関す

る論旨は採用することができないが、本件支払金1 ．

2に関する原審の判断には、判決に影響を及ぼすこと

が明らかな法令の違反があり、この点に関する論旨は

この趣旨をいうものとして理由が‘ある。

5(1)前記事実関係等及び上記4で説示したところ

によれば、上告人らが被上告人らに対して賠償請求す

ることができる損害金の元本の額は、次のとおりとな

る（いずれも弁誰士費用相当額を除く。 ） 。

ア(ｱ）過失相殺後の上告人X1の損害賠償請求権に係

る損害金元本の額である3144万8484円と、本

件支払金1‘ ・2のうち上告人X1が受領した1500万

円との合計額4644万8484円は、過失相殺前の

上告人X1の損害の額である4492"6406円を上

回り、参加人は、その上回る部分に相当する152万

2078円の鮠囲で、本件支払金2の支払時に上告人

X1の上記損害金元本の支払請求権を保険代位により取

得する。よって、上記金額の限度で上告人X1は上記請

求権を失うから、上記金額を上記損害金元本の額から

控除すべきであり、本件支払金2が支払われた後の上

告人X'の損害賠償請求権に係る損害金元本の額は、 2

992万6406円となる。

（ｲ）本件事故日から上記の代位取得の日である本件

支払金2の支払日までの遅延損害金は、 103万53

94円であり、上記支払日の翌日から本件支払金3の

支払日までの遅延損害金は、 132万8206円であ

る。本件支払金3のうち上告人X1が受領した1500

万円は、上記各遅延損害金にまず充当され、 ､その充当

後の残額が上記損害金元本に充当される。そうすると、

本件支払金3が支払われた後の上告人X1の損害賠償請

求権に係る損害金元本の額は、 1729万0006円
となる。

イ(ｱ）過失相殺後の上告人X2の損害賠償請求権に係

る損害金元本の額である1036万6161円と、本

件支払金1 ．2のうち上告人X2が受領した500万円

との合計額1536万6161円は、過失相殺前の上

告人X2の損害の額である1480万8802円を上回

り、参加人は、その上回る部分に相当する55万73

59円の範囲で、本件支払金2の支払時に上告人X2の

上記損害金元本の支払請求権を保険代位により取得す

る。よって、上記金額の限度で上告人X2は上記請求権

を失うから、上記金額を上記損害金元本の額から控除

すべきであり、本件支払金2が支払われた後の上告人

X2の損害賠償請求権に係る損害金元本の額は、 980

万8802円となる。

（ｲ）本件事故日から上記の代位取得の日である本件

支払金2の支払日までの遅延損害金は、 34万129

0円であり、上記支払日の翌日から本件支払金3の支

払日までの遅延損害金は、 43万5338円である。

本件支払金3のうち上告人X2が受領した50p万円は、
上記各遅延損害金にまず充当され､その充当後の残額
が上記損害金元本に充当される。そうすると、本件支

払金3が支払われた後の上告人X2の損害賠償請求権に

係る損害金元本の額は、 558万5430円である。

ウ上告人X3及び同X4の被上告人らに対する損害

賠償請求権に係る損害金元本の額は、それぞれ、上記
イと同様となる。

（2）以上によれば、上告入X,の請求は、被上告人ら

に対し、 1901万0006円（弁護士費用相当額1

72万円を含む。 ）及びうち172万円に対する不法

行為の日である平成28年5月2日から、 うち’172

9万0006円に対する本件支払金3の支払日の翌日

である平成29年11月18日から各支払済みまで平

成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で

理由があり、上告人子らの各請求は、それぞれ、被上

告人らに対し、 613万5430円（弁誰士費用相当

額55万円を含む。 ）及びうち55万円に対する平成

28年5月2日から、 うち558万5430円に対す

る平成29年11月18日から各支払済みまで上記割

合による遅延損害金の連帯支払を求める限度で理由が

あるから、これらを認容すべきであり、その余はいず

れも理由がないから棄却すべきである。

したがって、原判決中、上告人らに関する部分を主

文第1項のとお・り変更することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。

(裁判長裁判官安浪亮介裁判官山口厚裁判官

深山卓也裁判官岡正晶裁判官堺 徹）
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”

した。さらに、被告人が上告したが、上告趣意は刑訴

法405条の上告理由に当たらないとして上告棄却の
刑事

決定がされた。◎第1審判決について、被告人の犯人性を
認定した点に事実誤認はないと判断した
上で、量刑不当を理由としてこれを破棄
し、事件を第1審裁判所に差し戻した控
訴審判決の拘束力を有する判断の範囲

第2次第1審裁判所は、第1珠控訴審判決の拘束力
が、量刑に関する消極的否定的判断に加えて、少なく

とも犯人性に関する判断に及んでいるとの見解に立っ

て審理を行い（なお、本件公訴事実中、被告人がA及

びBを殺害する目的で両名方に侵入した旨の訴因を、

被告人がAを殺害する目的でA及びB方に侵入した旨

に改めるとの訴因変更がされた。 ） 、判決においても、

量刑判断の論理的前提となっている各殺人及び死体遺

棄の犯人性について第1次控訴審判決の拘束力が及ん

でいるから、これに抵触する判断は許されないと判示

した上で、被告人が、Aを殺害する目的で、A及びB

方に侵入し、同所において、A及びBをいずれも頚部

圧迫による窒息により死亡させて殺害した上、両名の

死体を遺棄したとの事実を認定し、被告人を無期懲役
に処した。

これに対し、被告人が控訴し、法令適用の誤り｛訴

訟手続の法令違反、量刑不当を主張した。原判決は、

第1次控訴審判決の拘束力について．、同判決は、第1

次第1審判決の量刑判断が不合理であるとしてこれを

破棄しているところ、被告人が各殺人及び死体遺棄の

犯人であるなどとした第1次第1審判決に事実誤認が

ないという判断部分についても、上記破棄の判断の論

◆

件名住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件

最高裁判所令和4年（あ）第655号

令和5年10月11日第一小法廷決定棄却

被告人岩嵜竜也

原審東京高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中200日を本刑に算

入する。

理 由

弁護人渡避良平の上告趣意のうち、判例違反をいう

点は、事案を異にする判例を引用するものであって、

本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含

め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主

張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

なお、所論に鑑み、職権で判断する。

1事案の概要及び審理経過等

本件公訴事実の要旨は、被告人が、A及びBを殺害

する目的で、両名方に侵入し、同所において、A及び

Bをいずれも頚部庄迫による窒息により死亡させて殺

害した上、両名の死体を遺棄した、 というものである。

被告人は、各殺人及び死体遺棄の犯人性を争った。

第1次第1審判決は、被告人が各殺人及び死体遺棄の

犯人であると認定する一方、侵入時にはAを殺害する

目的を有していたにとどまり、Bを殺害する目的もあっ

たとは認められないとした上で、被告人を懲役23年

に処した。

これに対し、検察官及び被告人の双方が控訴し、検

察官はB殺害の計画性等に関する事実誤認及び量刑不

当を、被告人は訴訟手続の法令違反及び被告人の犯人

性に関する事実誤認をそれぞれ主張したところ、第1

次控訴審判決は、検察官の事実誤認の控訴趣意並びに

被告人の訴訟手続の法令違反及び事実誤認の控訴趣意

をいずれも排斥した上で、第1次第1審判決は、不適

切な量刑資料を用いたため、量刑傾向の把握を誤り、

その結果、不合理な量刑判断をしたものであって、検

察官の量刑不当の控訴趣意はこの限度で理由があると

して、同判決を破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻

理的な前提となっている以上、当然に拘束力を有する

ものと解され、第2次第1審判決の判断に不相当なと

ころはないなどと判示して、控訴を棄却した。

2当裁判所の判断

裁判所法4条は、 「上級審の裁判所の裁判における

判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 」

と規定しているところ、同条の趣旨は、審級制度の存

在を前提に、事件が上級審の裁判所と下級審の裁判所

とをいたずらに往復することを防止しようとするもの

であると解される。そして、前記のとおり、第1次第

1審判決は、被告人が各殺人及び死体遺棄の犯人であ

ると認定し、第1次控訴審判決は、この第1次第1審

判決の認定に事実誤認はないと判断した上で潤その刑
の量定が不当であるとしてこれを破棄したものである

ところ、刑の量定は、犯人性の認定を当然の前提とす

､るものである。 ｝

以上のような裁判所法4条の趣旨及び第1次控訴審

判決の判断内容等を踏まえると、本件のように、第_L・

審判決について、袖舎人の邪．人‘脚妾認序した点l星篁実

誤認はないと半||断1/方I－で‘量刑不当券理由ししてこ

れ券砿垂1〆‐事件券筆1審裁半11所に差1/戻した枠訴審
｡

里由少だった最荊不半11決は‐篭1審判決券破棄可

当の･点のみならず‐刑の量岸の前標しI/て榊舎人の池

11
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人'件奔認序1"だ同判洩に事実誤認ほないし1/だ点にお

し工rあ、その事件について下級審の栽半||所為拘束する

ルいらべ弐五ある←以上と同旨の原判断は正当である。

よって、刑訴法414条、 386条1項3号、 18

1条1項ただし書、刑法21条により、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官深山卓也裁判官山口厚裁判官
安浪亮介裁判官岡正晶）
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令和5年11月1日第1825号裁判所時報

最高裁判所裁判例要旨
■

民事

○無期契約労働者と有期契約労働者との間
で基本給の金額が異なるという労働条件
の相違の一部が労働契約法（平成30年法
律第71号による改正前のもの） 20条に
いう不合理と認められるものに当たると
した原審の判断に違法があるとされた事
例

9

令和4年(受)第1293号
令5 ． 7 ． 20－小判
一部破棄差戻し、一部却下
裁判集民270号本誌1820号

自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契

約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する

有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという

労働条件の相違について、上記無期契約労働者の基本

給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から

年功的性格を有するものであったなどとするにとどま

り、各基本給の性質やこれを支給することとされた目

的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関す

る事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労

働契約法（平成30年法律第71号による改正前の‘もの）

20条にいう不合理と認められるものに当たるとした

原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。

『■

P

ノ

Q

一

【

巴

」

13



裁判所時報 令和5年11月1日第1825号

東京高等裁判所判事 古谷恭一郎

(10月17日）｜ 記事
定年退官

松山簡易裁判所判事 大西健

(10月18日）◎令和5年度調停委員に対する最高裁判所長
官表彰

最高裁判所では、調停委員として長年職務に精励し、

調停制度のために特に顕著な功績のあった次の119

人に対し、 10月27日付けで表彰を行った。

別紙「令和5年度民事調停委員及び家事調停委員に

対する最高裁判所長官表彰被表彰者名簿」のとおり

◎令和5年度補導受託者に対する最高裁判所
長官表彰

最高裁判所では、家庭裁判所が補導を委託した少年

の保護育成に長年尽力し、特に顕著な功績があった次

の1人に対し、 10．月27日付けで表彰を行った｡．

別紙「令和5年度補導委託先において少年の補導に

従事している者に対する最高裁判所長官表彰被表彰者

名簿lのとおり

◎高齢者叙勲

別紙「高齢者叙勲」のとおり

◎叙位・叙勲（8月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和5年8月、死亡者のみ） 」

のとおり

|◎人事異動

定年退官

東京簡易裁判所判事’ 河野清孝

（10月3日）

定年退官

東京簡易裁判所判事 繁田隆志

（10月9日）

定年退官 ．

大阪簡易裁判所判事’ 増田耕兒

（10月121ﾖ)

事務総局総務局付兼人事局付兼経理局付

東京地方裁判所判事 古川善敬

定年退官

神戸家庭裁判所長 永井裕之

（以上10月16日）

神戸家庭裁判所長

14



令和5年11月1日第1825号裁判所時報

◎
司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
五
年
一
○
月
二
○
日
公
布
・
最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号
）

◎
司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧

対
照
条
文

（
本
則
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を
掲
載
。
）

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

新
旧
対
照
条
文
Ⅱ
別
添
の
と
お
り

最
高
裁
判
所
規

則

’
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(別紙）

1

令和5年度民事調停委員及び家事調停委員
に対する最高裁判所長官表彰被表彰者名簿

ノ

、

1

所 属 氏名

本庄簡 相川晶彦

福島家会津若松支
福島地会津若松支
会津若松簡

■ ■ －

浅ノll三喜子

〃

元大分家日田支
大分地日田支
日田簡

● 9

穴井倉2代美

山口家
●

Ｑ

阿部次男

元京都家宮津支． 幾世直美
◆ ■

元新潟
元新発

田支
石井辰彦、

元山形地酒田支
元酒田簡

元山形家酒田支
0
石弁範子

水戸地･士浦支
土浦簡
水戸家士浦支

石上康夫

秋田地大曲支
大曲簡

秋田家大曲支
石川 肇

●
。

広島地尾道支
尾道簡

井口孝明

東京簡
● e

今村昭文

福岡家

Ｃ
ｅ

今村久美子
p 今

富山家･魚津支
元富山地魚津支
元魚津簡 ｊ

ｂ

岩井 均

元宮崎家 内野喜美子
I



I

2
、

所属 氏名

元水戸地龍ケ崎支
元龍ケ崎簡

大越敏男

東京家
6

大塚孝子
心 ●

元千葉家 大槻敏子

元福島家会津若松支 大堀英
一

富山家高岡支 岡野 満

元長門簡 岡村節子

元名古屋家豊橋支 小田八千子

元名古屋地豊橋支
元豊橋簡
元新城簡

影山幸子

東京簡 勝.俣幸洋

支
支
関
関
一
一
Ｐ

盛岡家
盛岡地
一関簡

一
九
一
元
一
元

加藤勝彦

元名古屋地岡崎支
元岡崎簡

a ●

、

加藤正彦

札幌家岩見沢支 門脇忠夫

東京簡 金井克仁

元熊本家天草支
熊本地天草支
天草簡

金子美保子

京都地
京都簡

0 ．

上仲秀明

’ ず



1

0

、

3

所 属 氏名

元宮崎簡

I

･川越和秀

元広島家呉支 木 戸 正博

前橋家高崎支
元前橋地
元高崎簡

高崎支 君島准逸

元大分家日田支
大分地日田支
日田簡

工 藤和子

マ0

元福岡家飯塚支
曲 ■

久保山眞由美

元京都地福知山支
元福知山簡
元京都家福知山支

河野正一

静岡地富士支
富士簡
静岡家富士支

小長谷 保

0

大隅簡

元鹿児島家鹿屋支
● ｡

小屋健二

元水戸家 斎藤寿子

元宮崎家 ･佐藤佳代子

元函館家 佐離久子

横浜家小田原支 佐藤眞美子

札幌地
札幌簡

更科慎 一
1

元札幌家岩内支
元札幌地岩内支
元岩内簡

島 光志

元山形地
元山形簡
元山形家

◆

須賀まり子

静岡地浜松支
浜松簡

鈴木敏弘



、

～

I

4

所 属 氏名

さいたま家 鈴木夫佐子

元京都家 雪 美保子

長野家佐久支
長野地佐久支
佐久簡

一
元
一
九
一
九

鷲見 彰

さいたま地熊谷支
熊谷簡

関口隆夫
p

I

前橘家 善如寺智子

高知地
高知簡

高石宣夫

八王子簡

』

高木 孝

元札幌地
元札幌簡

高橋 一一 穂

宇都宮地
宇都宮簡
宇都宮家

高橋信正

元長野家佐久支
元長野地佐久支
元佐久簡

高畑 登

秋田家本荘支
秋田地本荘支
本荘簡

田口愛子

盛岡家遠野支
盛岡地遠野支
遠野簡

多 田恵美子

静岡家富士支
静岡地富士支
富士簡

立石雅世

今

元鹿児島家川内支
鹿児島地川内支
川内簡

種子田香代

● b

元東京家 種田美由紀

雲鱸蕊豐
熱海簡

田之倉幸代
■ ＝ ■



f

"

ノ

0

I

0

』

り

5

所 属 氏名）

東京簡 土屋文男

千葉家館山支 寺澤多美子

◆

釧路地帯広支
帯広簡

徳江孝
一

静岡地･沼津支
沼津簡
静岡家沼津支

内藤法子

元名古屋家豊橋支 中澤輝昭
■

岡山家児島出 中鴫なぎさ
凸｡ や

元東京家

『

仲谷説子

名古屋地半田支
半田簡
名古屋家半田支

中山信鏡

横浜家
イ

南木洋子

元福岡家飯塚支 西岡キヨ

元佐賀地
佐賀地武雄支
鹿島簡
佐賀家･鹿島出

q

西村 宰

元福岡地飯塚支
飯塚簡

野見山紀行

小浜簡
福井家敦賀支

萩原 肇

横浜地小田原支
小田原簡 ノ

畠山洋子．

地
簡
家

津
津
津

大
大
大

一
九
一
九
一
元

初田泰雄



〆

6

所 属
■

氏名

元熊本家
熊本家牛深出
牛深簡

花田清子

元田島簡
元福島家田島出

馬場清紀

元旭川家名寄支
元旭川地名寄支
元名寄簡

今 ､

浜田友子

元仙台家 早坂洋 一

長野家諏訪支
台

■

林 和子

Ｉ

元高松地観音寺支
元観音寺簡
元高松家観音寺支

C ◆

原 壯坪

元旭川地稚内支
元稚内簡
元旭川家稚内支

榛沢恒道

元宇都宮家栃木支
■ 申

平間留美子

元東京家 福丸洋和

前橋家
元前橋地
元伊勢崎簡

藤口光洋

鳥取家
■
旬

藤田 誠

元犬津地長浜支
元長浜簡
元大津家長浜支

● ｡

藤森孝史

児島簡
岡山家児島出

藤森元則

元山口家周南支

g ■

藤原典子

元羽曳野簡 布施裕

右京簡 古川裕子



ダ

、

）

I

｡

7

所 属 氏名 、

元長崎地
長崎簡

古木正夫

元福井家 前田公孝

東京家
U

巻淵眞理子

岐阜家中津川出
元中津jll簡

■

･松岡 晃

元熊本家 松永江里子

那覇地
那覇簡

松村.陽子

新潟家佐渡支 三浦素邦

6 り

松江地 ．
松江簡 ｰ

三島明

桑名簡
。

●

水谷新左衞門

岐阜家
元岐阜地
元岐阜簡

水野雅文

さいたま家.久喜出 宮野文子

むつ簡

青森家むつ出
宮本寛治

釧路家標津出
元標津簡､

森岡繁子

長野地佐久支
佐久簡
長野家佐久支

森泉邦夫

元松山家
元松山地

山崎正子

東京簡 山田正記



b

1

8

所 属 氏名

元富山家高岡支
元富山地高岡支
元高岡簡
元砺波簡

山本茂雄

元長野家諏訪支
元長野地諏訪支
元諏訪簡

山本 剛

元福岡家 山本留美

和歌山家御坊支 湯川,恵子
●

元神戸家柏原支
元神戸地柏原支
元柏原簡

吉,竹正裕

元旭川家
元旭川地
元旭川簡

米田和正

富士吉田簡
元甲府家都留支

渡邊 哲

むつ簡
青森家むつ出

0 渡邉文行

元釧路家北見支
元釧路地北見支
元北見簡

渡部正勝
■ 旬

盛岡家水沢支
盛岡地水沢支
水沢簡

渡邊美喜子



(別紙）

令和5年度補導委託先において少年の補導に従事している

者に対する最高裁判所長官表彰被表彰者名簿

9

主な委託庁 氏 名

岐阜家庭裁判所 大郷 博



(別紙）

＝

高齢者叙勲

』

、

1

）

一

ノ

I

､

I

I

、

『
イ I

）ノ

｡ ■ ● P 5

元千葉地方・家庭裁判所八日市場支部長
6 J

U ●

① も

山田眞也
j

"

10.,1
I ,

｡

瑞中
◆

｡



(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和5年8月、死亡者のみ）

~

東京簡易裁判所主任書記官 須藤圭子 8.6

従五位

瑞双

元札幌地方裁判所刑事首席書記官 菅野晶子 8.8

正五位

瑞小

元松山地方裁判所長 村重慶 一
I C

8.9

従三位

元大阪簡易裁判所判事 土井春彦 8. 13

従四位

元日本弁護士連合会副会長 林 一

宏 8. 14

正五位

元札幌地方裁判所調停委員 佐々木和子 8． 15

従六位

元岩見沢検察審査会事務局長 久保田理江 8．23

従六位

瑞双



裁判所時報第1825号別添

（
貸
与
申
鮪
の
方
式
等
）

第
一
条
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
申
鮪
（
以
下
「
貸
与
申
舗
」
と
い
う
。
。
）
は
、
最

高
裁
判
所
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
師
書
（
以
下
「

貸
与
申
諭
書
」
と
い
う
。
）
を
最
商
裁
判
所
に
提
出
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

司
法
修
習
生
の
修
習
専
念
資
金
の
貸
与
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）

;割
２
．
３
（
略
）

II 新

戸

（
貸
与
申
鯖
の
方
式
等
）

第
一
条
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
。

以
下
『
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
申
舗
（
以
下
「
貸
与
申
鮪
」
と
い
う
。
）
は
、
最

高
裁
判
所
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
鯖
笹
（
以
下
こ

と
い
う
。
）
は
、
最

）
た
申
鯖
笹
（
以
下
こ

２
．
３
（
同
上
）

（
新
股
）

う
。
）
を
最
高
裁
判
所
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡

旧

「
貸
与
申
賄
啓
」
と
い

12

剖
剖
剖
刊
則
可
１
川
副
劃
洲
剛
刎
矧
当
矧
司
週
副
到
訓
矧
１

（
補
則
）

荊
刊
‘
ヨ
斜
（
略
）

’ I
Ｉ

（
補
則
）

旬

訓
判
到
引
鍋
，
（
同
上
）

3
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